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PEリスク増大？ 
 
 
ポーランドでの外国企業による原材料調達 
 
 2009年 8月 19日、ポーランド財務省の名のもと、ワルシャワ税務当局から税務事
前確認が公表された（IPPB5/423-272/09-4/PS）。外国企業から生産委託を受けてい
るポーランド企業が、外国企業と原材料供給業者との購買契約締結交渉の場に参加

していたとする。委託製造業者が参加していたという事実によって、外国企業がポーラ

ンドに恒久的施設（PE：Permanent Establishment）を有すると認定されるリスクがあ
る。PEを通して外国企業が獲得した利益に対しては、ポーランドの法人税率 19%が
課税される。  
 
 
背景説明 
 
一つの事例を紹介したい。当事前確認は以下のようなケースとなっている： 
 
・ ポーランド企業 Aは、スイス企業（外国企業）に対し委託製造サービス（トー
ル・マニュファクチャリング・サービス）を提供していた（例、スナックの製造）  

・ 生産に必要な原材料と最終製品は、スイス企業 の所有である 
・ ただ、最終製品はポーランド企業 Aの倉庫内に保管されている 
・ ポーランド企業 Aは、スイス企業とポーランド原材料供給業者（ポテトなど）との
購買契約締結交渉のに関与していた  

• また、他のポーランド企業 Bが、コミッショネア契約にしたがい、最終製品を販
売している 

 
 
 この前提条件で、ポーランド委託製造業者 Aの活動を考慮した場合、ポーランド国内
においては、スイス企業は PEを有していない旨の確認をとるために、事前確認が申
請されていた。 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
税務当局の立場 
 
 ポーランド国内で、スイス企業のために行われていたポーランド企業による委託製造

活動や製品の保管業務活動は、それだけでは PEを有していないとの判断を税務当
局は示した。 
 
 しかしながら、ポーランド委託製造業者 Aが、スイス企業とポーランド原材料供給業
者との原材料購買契約の締結交渉に関与していたという事実は、委託製造業者 Aが
スイス企業の従属的代理人として扱われる基礎を提供するものであると判断している。

したがって、ポーランド企業 Aは、スイス企業の PEとして認識されるべきであり、ポー
ランド法人税法に基づいて、PEを通して獲得された利益に対して 19%の税率を課すと
いう見解を示した。  
 
 
まとめ 
 
この事例は、ポーランドで原材料を調達しているすべての外国企業に対して、重要

な示唆を提供するものであると考えられる。外国企業は、PE リスクの観点から今一度、
ポーランドにおける委託製造活動の在り方を再検討されることが期待される。 

 
この事例からも想像に難くないが、ポーランド税務当局は、外国企業の便益のため

に実施されている事業活動に関して、とかく PEとみなす傾向が高まってきている。租
税条約やその OECD解釈の意図するところに反しているのかもしれないが、たとえそ
れが原材料調達活動の準備的・補助的活動であったとしても、税務当局は、PEを構
成する事業活動であるという見方をするかもしれない。 
 
 
 以上、PEリスクに関する最新の情報をお届けいたしました。詳細にご興味がござい
ましたら、お気軽に山崎までご連絡ください。 
 
 
 
 
 


